
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

  建築住宅局建築課 前田　　　　　　　　　　電話番号　078-595-6593 (内線 6472)

地方自治法施行令第167条の２第１項６号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

 本工事は、垂水小学校の北側に隣接する敷地に建つ建築物の解体撤去工事である。当該敷地及び建築物は神戸市
教育委員会が垂水小学校の運動場用地とするために、令和７年に取得にむけて手続き中であり、教育環境確保のた
め早急に解体撤去工事を完成させる必要がある。
　当該建築物を短期間で効率的に解体撤去するには大型車両(10t)や大型重機が不可欠であるが、当該敷地までの道
路は狭隘であるため、大型車両の出入りが不可能である。
　そのため、本工事を実施するには「垂水小学校校舎棟建設工事その２」において確保されている工事車両動線を使
用せざるをえず、工事ヤードを管理する請負人に施工させるほか方法がないため。

【参考】
「垂水小学校校舎棟建設工事その２」
・請負人　：明和・神東特定建設工事共同企業体
・工期　　：令和５年12月７日～令和８年３月13日
・工事概要：校舎棟新設、倉庫棟新設、既存北校舎棟解体撤去、屋外附帯解体撤去

垂水小学校北側建物解体撤去他工事

明和・神東特定建設工事共同企業体


